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―宮市老人クラブ連合会規約の一部を改正する規約

―宮市老人クラブ連合会規約の一部を次のように改正する。

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。
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この規約は、令和 7年 7月 25日から施行する。

改正後現 行

(事業)

窒旦.墨 本会は二重_3墨の目的を遂行するた

め、次の事業を行う。

(1)単位クラフの連絡及び調整に関すること。

(2)皇位クラフの育成及び指導に関すること。

(3)望位クラフに関する調査及び研究に関する

こと。

(4)里旦クラフ指導者研修会の開催に関するこ

と。

(5)関係機関団体の連絡に関すること。

(6)前各号に掲げるもののほか、壁曇塾」量の目

的達成に必要な事項に関すること。

(構成)

菫」L量 本会は、一宮市内の各連区に結成され

た老人クラブ連合会に加入の老人クラフ(以工
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「単 をもって構成する。位クラフ」とい

(事業)

第 4条 本会は、前条の目的を遂行するため、

次の事業を行う。

(1)老人クラフの連絡及び調整に関すること。

(2)老人クラフの育成及び指導に関すること。

(3)老人クラフに関する調査及び研究に関する

こと。

(4)老人クラブ指導者研修会の開催に関するこ

と。

(5)関係機関団体の連絡に関すること。

(6)前各号に掲げるもののほか、前条の目的達

成に必要な事項に関すること。

(構成)

第 5条 本会は、一宮市内の各連区に結成され

た者人クラフ連合会に加入の老人クラフをも

って構成する。

2 老人クラフは、一宮市老人クラフ事業運

営費補助金交付要網を満たしていること。
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